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(57)【要約】
【課題】組み立てが容易となる円すいころ軸受を提供す
る。
【解決手段】円すいころ軸受１は、小鍔部５及び大鍔部
６を有する内輪３と、内輪３の径方向外側に設けられて
いる外輪２と、内輪３と外輪２との間に設けられている
複数の円すいころ４と、環状の保持器１０とを備えてい
る。保持器１０は、軸方向一方側の小径環状部１１、軸
方向他方側の大径環状部１２、及び複数の柱部１３を有
し、大径環状部１１と小径環状部１２との間であって周
方向で隣り合う柱部１３の間に形成される空間が円すい
ころ４を保持するポケット１４となる。更に、保持器１
０は、ポケット１４に収容する円すいころ４の径方向外
側への脱落を阻止するころ止め部１５を有している。そ
して、小径環状部１１に、当該小径環状部１１の剛性を
低下させるための凹部１７が設けられている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向一方側に設けられ径方向外側に突出する小鍔部及び軸方向他方側に設けられ径方
向外側に突出する大鍔部を有する内輪と、
　前記内輪の径方向外側に設けられている外輪と、
　前記内輪と前記外輪との間に設けられている複数の円すいころと、
　軸方向一方側の小径環状部、軸方向他方側の大径環状部、及び前記小径環状部と前記大
径環状部とを連結している複数の柱部を有し、当該大径環状部と当該小径環状部との間で
あって周方向で隣り合う前記柱部の間に形成される空間が前記円すいころを保持するポケ
ットとなる環状の保持器と、を備え、
　前記保持器は、前記ポケットに収容する前記円すいころの径方向外側への脱落を阻止す
るころ止め部を有し、
　前記小径環状部に、当該小径環状部の剛性を低下させるための凹部が設けられている、
円すいころ軸受。
【請求項２】
　前記凹部は、前記小径環状部のうち、前記円すいころの小端面と対向する位置に設けら
れている請求項１に記載の円すいころ軸受。
【請求項３】
　前記凹部は、前記小径環状部の軸方向一方側の軸受外部に向かって開口するようにして
設けられている請求項１又は２に記載の円すいころ軸受。
【請求項４】
　前記凹部は、潤滑油を収容可能な空間として用いられる請求項１～３のいずれか一項に
記載の円すいころ軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、円すいころ軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
　円すいころ軸受は、同サイズの他の転がり軸受と比較して負荷容量が大きく、剛性が高
いという特徴を有している。
　図８は、従来の円すいころ軸受１００を示す縦断面図である。この円すいころ軸受１０
０は、内輪１０１と、外輪１０２と、複数の円すいころ１０３と、これら円すいころ１０
３を周方向に間隔をあけて保持している環状の保持器１０４とを備えている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　保持器１０４は、軸方向一方側（図８では左側）の小径環状部１０５と、軸方向他方側
（図８では右側）の大径環状部１０６と、これら環状部１０５，１０６を連結する複数の
柱部１０７とを有している。そして、両環状部１０５，１０６の間であって周方向で隣り
合う柱部１０７,１０７の間に形成される空間が、円すいころ１０３を収容するポケット
１０８となる。
【０００４】
　また、この円すいころ軸受１００（特許文献１に記載の発明）では、保持器１０４の小
径環状部１０５の厚さ寸法（径方向寸法）を大きくし、内輪１０１と外輪１０２との間の
環状の開口部１０９から軸受内部への潤滑油の浸入を抑制している。これにより、軸受内
部における潤滑油の撹拌抵抗を低減することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２２１５９２号公報



(3) JP 2016-180417 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図８に示すような円すいころ軸受１００の組み立ては、次のようにして行うことができ
る。まず、保持器１０４の各ポケット１０８に円すいころ１０３を収容した状態とする。
保持器１０４の柱部１０７は、ポケット１０８に収容する円すいころ１０３の径方向外側
への脱落を阻止しており、各円すいころ１０３が保持器１０４（ポケット１０８）に保持
されている状態で、これらに内輪１０１を小径側から軸方向に沿って接近させ、円すいこ
ろ１０３を内輪１０１の内輪軌道面１０１ａに位置させる。
【０００７】
　円すいころ１０３を内輪軌道面１０１ａに位置させる途中では、円すいころ１０３の小
径側部分１１０は、内輪１０１の小鍔部１０１ｂを乗り越えて径方向外側に変位する必要
があるが、柱部１０７によりその変位が規制される。そこで、従来では、円すいころ１０
３をポケット１０８に保持させた保持器１０４に対して、プレス等を用いて大きな力で内
輪１０１を軸方向に押し付け、小径側部分１１０が小鍔部１０１ｂを乗り越える際に、保
持器１０４を弾性変形（拡径）させ、円すいころ１０３を内輪軌道面１０１ａまで位置さ
せている。これにより、内輪１０１、保持器１０４、及び円すいころ１０３が一体となっ
た内輪ユニットが得られ、この内輪ユニットに、外輪１０２を組み付け、円すいころ軸受
１００が完成する。
【０００８】
　しかし、前記のとおり、円すいころ１０３の小径側部分１１０が内輪１０１の小鍔部１
０１ｂを乗り越える際、保持器１０４に無理な力が作用し、保持器１０４の寸法精度が低
下したり、保持器１０４が破損したりする場合もある。つまり、保持器１０４に円すいこ
ろ１０３を保持させた状態で、内輪１０１を組み付けて行う円すいころの組み立ては容易
でない。
　特に図８に示す保持器１０４では、小径環状部１０５の厚さ寸法（径方向寸法）が大き
くなっているため、弾性変形（拡径）し難く、この保持器１０４を備える軸受の組み立て
は更に困難となる。
【０００９】
　そこで、本発明は、組み立てが容易となる円すいころ軸受を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の円すいころ軸受は、軸方向一方側に設けられ径方向外側に突出する小鍔部及び
軸方向他方側に設けられ径方向外側に突出する大鍔部を有する内輪と、前記内輪の径方向
外側に設けられている外輪と、前記内輪と前記外輪との間に設けられている複数の円すい
ころと、軸方向一方側の小径環状部、軸方向他方側の大径環状部、及び前記小径環状部と
前記大径環状部とを連結している複数の柱部を有し、当該大径環状部と当該小径環状部と
の間であって周方向で隣り合う前記柱部の間に形成される空間が前記円すいころを保持す
るポケットとなる環状の保持器と、を備え、前記保持器は、前記ポケットに収容する前記
円すいころの径方向外側への脱落を阻止するころ止め部を有し、前記小径環状部に、当該
小径環状部の剛性を低下させるための凹部が設けられている。
【００１１】
　円すいころ軸受の組み立てにおいて、保持器の各ポケットに円すいころを収容した状態
とし、これと内輪とを軸方向から接近させて組み付ける際、円すいころの小径側部分が内
輪の小鍔部を乗り越える必要がある。本発明では、円すいころはころ止め部により径方向
外側への脱落が阻止されていることから、小鍔部を乗り越える際に、円すいころの小径側
部分が径方向外側に変位して保持器の小径環状部側を径方向外側に変形させることになる
。
　特に、内輪と外輪との間の環状の開口部を塞ぐために、小径環状部の径方向寸法が大き
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い場合、小径環状部側は特に変形しにくくなり、保持器及び円すいころのユニットと、内
輪との前記組み付けが困難になるおそれがある。
　しかし、本発明では、小径環状部に、剛性を低下させるための凹部が設けられている。
このため、小径環状部は撓みやすくなり、円すいころは保持器の小径環状部側を押して変
形させ（弾性変形させ）小鍔部を乗り越えることができ、組み付けが容易となる。
【００１２】
　また、前記凹部は、前記小径環状部のうち、前記円すいころの小端面と対向する位置に
設けられているのが好ましい。
　この場合、保持器の小径環状部及びこの小径環状部と連続する柱部の一部は、径方向外
側に向かって、より一層撓みやすくなり、前記組み付けが容易となる。
　また、前記凹部は、前記小径環状部の軸方向一方側の軸受外部に向かって開口するよう
にして設けられていてもよい。
【００１３】
　また、前記凹部は、潤滑油を収容可能な空間として用いられるのが好ましい。
　例えば、円すいころ軸受の回転が停止し、保持器の回転も停止すると、凹部に潤滑油が
収容される。そして、円すいころ軸受が回転を再開すると、この凹部に収容されている潤
滑油を潤滑に用いることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、保持器の小径環状部は撓みやすい形状となり、内輪への組み付けの際
に、円すいころは保持器の小径環状部側を径方向外側に押して変形させ小鍔部を容易に乗
り越えることができ、その組み付けが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】円すいころ軸受の実施の一形態を示す縦断面図である。
【図２】保持器の一部を内径側から見た説明図である。
【図３】円すいころ軸受の一部を円すいころの中心線に平行な方向から見た模式図である
。
【図４】小径環状部及びその周囲を拡大して示す断面図である。
【図５】円すいころ軸受の組み立て手順を説明する説明図である。
【図６】保持器の別の形態を示す縦断面図である。
【図７】保持器の更に別の形態を示す縦断面図である。
【図８】従来の円すいころ軸受を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
〔円すいころ軸受の全体構成〕
　図１は、本発明の円すいころ軸受１の実施の一形態を示す縦断面図である。この円すい
ころ軸受１は、内輪３と、この内輪３の径方向外側に設けられている外輪２と、これら内
輪３と外輪２との間に設けられている複数の円すいころ４と、これら円すいころ４を保持
している環状の保持器１０とを備えている。そして、この円すいころ軸受１は潤滑油（オ
イル）によって潤滑される。
【００１７】
　内輪３は、軸受鋼や機械構造用鋼等を用いて形成された環状の部材であり、その外周に
は、複数の円すいころ４が転動するテーパー状の内輪軌道面３ａが形成されている。また
、内輪３は、内輪軌道面３ａの軸方向一方側（図１では左側）に設けられ径方向外側に突
出する小鍔部５と、内輪軌道面３ａの軸方向他方側（図１では右側）に設けられ径方向外
側に突出する大鍔部６とを有している。
【００１８】
　外輪２も、内輪３と同様、軸受鋼や機械構造用鋼等を用いて形成された環状の部材であ
り、その内周には、複数の円すいころ４が転動するテーパー状の外輪軌道面２ａが形成さ
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れている。外輪軌道面２ａと内輪軌道面３ａとは対向した配置にある。
【００１９】
　円すいころ４は、軸受鋼等を用いて形成された部材であり、内輪軌道面３ａと外輪軌道
面２ａとを転動する。円すいころ４は、軸方向一方側に直径の小さい小端面４ａを有し、
軸方向他方側に直径の大きい大端面４ｂを有している。大端面４ｂは、内輪３の大鍔部６
の鍔面７と摺接する。
【００２０】
　図２は、保持器１０の一部を内径側から見た説明図である。図１と図２において、保持
器１０は、軸方向一方側の小径環状部１１、軸方向他方側の大径環状部１２、及び周方向
に間隔をあけて設けられている複数の柱部１３を有している。小径環状部１１と大径環状
部１２とは円環形状であり、軸方向に所定間隔離れて設けられている。柱部１３は、小径
環状部１１と大径環状部１２とを連結している。そして、これら小径環状部１１と大径環
状部１２との間であって周方向で隣り合う二つの柱部１３,１３の間に形成される空間が
、円すいころ４を保持（収容）するポケット１４となる。
【００２１】
　また、保持器１０は、ポケット１４に収容する円すいころ４の径方向外側への脱落（軸
受の組み立ての際の脱落）を阻止するころ止め部１５を有している。図３は、円すいころ
軸受１の一部を円すいころ４の中心線に平行な方向から見た模式図である。本実施形態の
ころ止め部１５は、柱部１３の径方向外側の部分からなる。図３に示すように、軸受中心
線に直交する横断面において、一つのポケット１４を中央として周方向両側に位置する一
対のころ止め部１５，１５間の周方向寸法Ｌ１は、その横断面における円すいころ４の直
径Ｄ１よりも小さくなっている（Ｌ１＜Ｄ１）。このため、ポケット１４内の円すいころ
４は、径方向外側に変位しようとすると、これら一対のころ止め部１５，１５に接触し、
径方向外側へ脱落しない。
【００２２】
　また、この保持器１０は、ころ止め部１５が円すいころ４の外周面に接触することで、
径方向についての位置決めがされる。更に、この保持器１０は（図１参照）、大径環状部
１２が円すいころ４の大端面４ｂに接触することで、軸方向についての位置決めがされる
。つまり、本実施形態の円すいころ軸受１では、保持器１０が転動体案内される軸受であ
る。なお、保持器１０の径方向外側面（の一部）と、外輪２の内周面とが接触することで
、保持器１０の径方向についての位置決めがされる構成であってもよい（つまり、径方向
について外輪案内される軸受であってもよい。）
【００２３】
　本実施形態の保持器１０は、樹脂製（合成樹脂製）であり、射出成形によって成形する
ことができる。保持器１０は、潤滑油に対する耐性（耐油性）を備えさせるために、例え
ば、ポリフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）等とすることができ、また、繊維強化樹
脂（ＦＲＰ）とすることができる。このため、保持器１０は硬質となり比較的弾性変形し
にくい。
【００２４】
　図１において、保持器１０は、内輪３と外輪２との間に形成されている環状空間（以下
、軸受内部ともいう）に設けられており、各ポケット１４に一つの円すいころ４を収容し
、複数の円すいころ４を周方向に等しい間隔をあけて配置し保持している。本実施形態の
小径環状部１１は、外輪２の軸方向一方側の端部８（以下、外輪端部８ともいう。）と、
内輪３の軸方向一方側の端部である小鍔部５との間に位置している。
【００２５】
　この円すいころ軸受１では、外輪２の内周面（外輪軌道面２ａ）が、軸方向一方側から
他方側に向かって拡径している。このため、円すいころ軸受１（本実施形態では内輪３）
が回転すると、内輪３と外輪２との間に形成されている環状空間を潤滑油が軸方向一方側
から他方側に向かって流れる作用（ポンプ作用）が生じる。このような円すいころ軸受１
の回転に伴うポンプ作用により、軸受外部の潤滑油が、軸方向一方側から、外輪２と内輪
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３との間の環状空間（軸受内部）に流入可能となり、流入した潤滑油は、軸方向他方側か
ら流出する。つまり、潤滑油が軸受内部を通過する。
【００２６】
　図４は、小径環状部１１及びその周囲を拡大して示す断面図である。本実施形態の小径
環状部１１は、外輪端部８の内周面２１に環状隙間Ａ１を有して対向する外側の環状面（
以下、外環状面３１という。）を有している。また、この小径環状部１１は、小鍔部５の
外周面２２に環状隙間Ａ２を有して対向する内側の環状面（以下、内環状面３２という。
）を有している。
　本実施形態では、外輪端部８の内周面２１及び小径環状部１１の外環状面３１は、円す
いころ軸受１の中心線を中心とするストレート形状の円筒面からなり、また、小鍔部５の
外周面２２及び小径環状部１１の内環状面３２は、前記中心線を中心とするストレート形
状の円筒面からなる。
【００２７】
　外輪端部８の内周面２１と外環状面３１とは接近しており、径方向外側の環状隙間Ａ１
の径方向寸法は微小（例えば、１ｍｍ未満）となるように設定されている。これにより、
軸方向一方側の軸受外部に存在する潤滑油が、環状隙間Ａ１を通じて軸受内部に流入する
のを抑制することができる。
　また、小鍔部５の外周面２２と内環状面３２とは接近しており、径方向内側の環状隙間
Ａ２の径方向寸法は微小（例えば、１ｍｍ未満）となるように設定されている。これによ
り、軸方向一方側の軸受外部に存在する潤滑油が、環状隙間Ａ２を通じて軸受内部に流入
するのを抑制することができる。
【００２８】
　以上より、小径環状部１１は、半径方向寸法について（大径環状部１２と比較して）大
きくなっており、この小径環状部１１は、小鍔部５と外輪端部８との間に位置している。
そして、小径環状部１１と小鍔部５との間に微小な環状隙間Ａ２が形成され、かつ、小径
環状部１１と外輪端部８との間に微小な環状隙間Ａ１が形成されている。小鍔部５と外輪
端部８との間には環状開口部が形成されるが、小径環状部１１は、この環状開口部を環状
隙間Ａ１，Ａ２をあけて塞ぐ構成となっている。
【００２９】
　図４において、小径環状部１１には、（第１の）凹部１７が設けられており、この凹部
１７は小径環状部１１の剛性を低下させている。なお、図４に示す実施形態では、この第
１の凹部１７の他に、第２の凹部１８も設けられている。第２の凹部１８については後に
説明する。
【００３０】
　第１の凹部１７は、小径環状部１１の軸方向他方側の内側面３３に設けられている。つ
まり、第１の凹部１７は、小径環状部１１のうち、円すいころ４の小端面４ａと対向する
位置に設けられており、この小端面４ａ側に向かって開口している。本実施形態の第１の
凹部１７は、縦断面において、奥部が半円となる形状を有している。また、この凹部１７
は、円環形状である小径環状部１１において、周方向に沿って連続した環状溝として形成
されている。なお、凹部１７は、環状溝でなくてもよい。
【００３１】
　この第１の凹部１７により、小径環状部１１のうち、径方向外側分（外環状面３１）及
び径方向内側部（内環状面３２）では軸方向の寸法が大きいが、径方向中央部では径方向
外側部及び内側部と比較して軸方向寸法が小さくなり、この小径環状部１１の剛性を低下
させている。
　特に、第１の凹部１７は、円すいころ４の小端面４ａと対向する位置に設けられている
ことから、小径環状部１１のうち柱部１３との連結部１６側が拡径方向に撓みやすい（弾
性変形しやすい）形状となる。
【００３２】
　そして、図４に示す小径環状部１１には、第２の凹部１８が設けられており、この凹部
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１８により小径環状部１１の剛性を更に低下させている。第２の凹部１８は、小径環状部
１１の軸方向一方側の外側面３４に設けられている。つまり、第２の凹部１８は、小径環
状部１１の軸方向一方側の軸受外部（図４では左側）に向かって開口するようにして設け
られている。本実施形態の第２の凹部１８は、縦断面において、二つの直線による切り込
み形状（Ｖ形状）を有している。また、この凹部１８は、円環形状である小径環状部１１
において、周方向に沿って連続した環状溝として形成されている。
【００３３】
　この第２の凹部１８により、小径環状部１１のうち、径方向外側部（外環状面３１）及
び径方向内側部（内環状面３２）では軸方向の寸法が大きいが、径方向中央部では径方向
外側部及び内側部と比較して軸方向寸法が小さくなり、この小径環状部１１の剛性を更に
低下させている。
　特に、第２の凹部１８は、小径環状部１１の軸方向一方側の軸受外部（図４では左側）
に向かって開口する形状を有していることから、小径環状部１１のうち柱部１３との連結
部１６側が拡径方向に撓みやすい（弾性変形しやすい）形状となる。
【００３４】
　以上のような小径環状部１１に形成されている凹部１７（１８）の機能について説明す
る。なお、この機能（第１の機能）は、円すいころ軸受１の組み立ての際に発揮される。
【００３５】
　図５は、図１に示す円すいころ軸受１の組み立て手順を説明する説明図である。図５（
Ａ）において、円すいころ軸受１を組み立てる際、先ず、保持器１０と円すいころ４とを
組み合わせて、これを内輪３に組み付ける（図５（Ｃ））。そこで、この組み付けの際、
ポケット１４に収容されている円すいころ４の径方向外側への脱落を阻止する必要がある
。そのために、本実施形態の保持器１０は、前記のとおり（図３参照）ころ止め部１５を
有している。なお、円すいころ４の保持器１０への取り付けは、保持器１０の内周側から
各ポケット１４に対して円すいころ４を入れて行われる。
【００３６】
　円すいころ軸受１を組み立てるためには、前記のとおり、先ず、図５（Ａ）に示すよう
に、保持器１０の各ポケット１４に円すいころ４を収容した状態として、この保持器１０
及び円すいころ４のユニットと、内輪３とを軸方向に沿って接近させて組み付ける。この
際、円すいころ４はころ止め部１５により径方向外側への脱落が阻止され、組み付けが容
易となる。また、この組み付けの際、図５（Ｂ）に示すように、円すいころ４の小径側部
分４９が内輪３の小鍔部５を乗り越える必要があり、円すいころ４の小径側部分４９が径
方向外側に変位して保持器１０の小径環状部１１側の部分を径方向外側に変形させる必要
がある。
【００３７】
　そこで、前記のとおり、小径環状部１１には凹部１７（１８）が形成されていることか
ら、小径環状部１１は変形しやすい形状となっており、円すいころ４は小径環状部１１側
の部分を径方向外側に押して弾性変形させ、小鍔部５を容易に乗り越えることができ、組
み付けが容易となる。本実施形態では、小径環状部１１が変形容易であるため、プレスを
用いることなく、作業者の力（手動）により組み付けが可能となる。
【００３８】
　そして、図５（Ｃ）に示すように、円すいころ４及び保持器１０が内輪３に組み付けら
れると、円すいころ４は、保持器１０によって径方向外側への移動が規制され、かつ、小
鍔部５及び大鍔部６に引っかかり軸方向の移動も不能となるため、分解不能となる。この
ため、例えば、内輪３、円すいころ４及び保持器１０の内輪ユニット５０を、仮に床等に
落下させても、これらがバラバラになるのを防ぐことが可能となる。
【００３９】
　そして、図示しないが、一体となっている内輪３、円すいころ４及び保持器１０の内輪
ユニット５０と、外輪２とを軸方向に接近させて組み付けることで、円すいころ軸受１が
構成される。
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【００４０】
　以上のように、本実施形態の円すいころ軸受１によれば、その組み立てにおいて、保持
器１０の各ポケット１４に円すいころ４を収容した状態とし、これと内輪３とを軸方向か
ら接近させて組み付ける際、円すいころ４はころ止め部１５により径方向外側への脱落が
阻止され、組み付けが容易となる。そして、この組み付けの際、円すいころ４の小径側部
分４９が内輪３の小鍔部５を乗り越える必要があるが、円すいころ４はころ止め部１５に
より径方向外側への脱落が阻止されていることから、小鍔部５を乗り越える際に、円すい
ころ４の小径側部分４９が径方向外側に変位して保持器１０の小径環状部１１側を径方向
外側に変形させることになる。
　特に、内輪３と外輪２との間の環状の開口部を塞ぐために小径環状部１１の径方向寸法
を大きくしていることから、（仮に凹部１７，１８が存在しない場合には）小径環状部１
１側は剛性が高く変形しにくくなり、保持器１０及び円すいころ４のユニットと、内輪３
との前記組み付けが困難になる。
　しかし、本実施形態では、小径環状部１１には、剛性を低下させるための第１の凹部１
７が設けられている。このため、小径環状部１１は撓みやすくなり、円すいころ４は保持
器１０の小径環状部１１側を径方向外側に押して変形させ（弾性変形させ）小鍔部５を容
易に乗り越えることができ、組み付けが容易となる。
【００４１】
　特に、第１の凹部１７は、小径環状部１１のうち、円すいころ４の小端面４ａと対向す
る位置に設けられていることから、小径環状部１１及びこの小径環状部１１と連続する柱
部１３の一部は、径方向外側に向かって、より一層撓みやすくなり、前記組み付けが容易
となる。
　更に、本実施形態では、小径環状部１１に第２の凹部１８も設けられている。このため
、小径環状部１１は、さらに撓みやすくなっており、前記組み付けの容易性に貢献するこ
とができる。
　また、前記のとおり保持器１０は耐油性を高めるために、従来よりも硬質な樹脂製とな
っているが、凹部１７（１８）によって（凹部１７，（１８）が存在しない場合と比較し
て）小径環状部１１を撓みやすくすることができる。
【００４２】
　そして、このようにして組み立てられた円すいころ軸受１が、車両や各種機器の回転部
に組み込まれた状態、つまり、円すいころ軸受１の使用状態において、この第１の凹部１
７は、潤滑油を収容可能な空間として用いられる。例えば、円すいころ軸受１の回転が停
止し、保持器１０の回転も停止すると、第１の凹部１７に潤滑油が収容される。そして、
円すいころ軸受１の回転が再開されると、この凹部１７に収容されている潤滑油を潤滑に
用いることができる。つまり、第１の凹部１７は、保持器１０が回転状態から停止すると
、潤滑油を収容可能な空間として用いられる（凹部１７の第２の機能）。
【００４３】
　図６は、保持器１０の別の形態を示す縦断面図である。図１に示すように、前記実施形
態では、小径環状部１１に第１の凹部１７と第２の凹部１８との双方が設けられている場
合について説明したが、図６に示すように、第１の凹部１７のみであってもよい。この場
合、小径環状部１１の外側面３４の形状のみが、図１に示す小径環状部１１と異なり、そ
の他については同じ構成である。
【００４４】
　また、図７は、保持器１０の更に別の形態を示す縦断面図である。図７に示すように、
小径環状部１１には、（第２の）凹部１７のみが形成されていてもよく、また、その凹部
１７の断面形状はＶ字形でなく、縦断面において、奥部が半円となる形状を有していても
よい。
【００４５】
　以上のとおり開示した実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。つ
まり、本発明の円すいころ軸受は、図示した形態に限らず本発明の範囲内において他の形
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態のものであってもよい。
　凹部１７（１８）の形状は、図示した形態以外であってもよく、変更可能である。また
、ポケット１４に収容する円すいころ４の径方向外側への脱落を阻止するころ止め部１５
についても、他の形態であってもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１：円すいころ軸受　　　２：外輪　　　３：内輪
　４：円すいころ　　　４ａ：小端面　　　５：小鍔部
　６：大鍔部　　　１０：保持器　　　１１：小径環状部
　１２：大径環状部　　　１３：柱部　　　１４：ポケット
　１５：ころ止め部　　　１７：第１の凹部　　　１８：第２の凹部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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